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外
国
に
よ
る
我
が
国
領
空
、
領
海
及
び
領
土
の
侵
犯
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
、
防
衛
省
統
合
幕
僚
監
部
は
、
航
空
自
衛
隊
機
に
よ
る
平
成
二
十
二
年
度
の
緊
急
発
進
（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
）
実
施

状
況
を
発
表
し
、
領
空
侵
犯
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
発
進
回
数
の
総
数
は
平
成
四
年
度
以
降
で
最
も
多
い
三
百
八
十
六
回
に

上
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
海
上
保
安
庁
が
同
年
五
月
に
発
行
し
た
「
海
上
保
安
レ
ポ
ー
ト
�
�
�
�
」
に
よ

れ
ば
、
昨
年
九
月
七
日
に
発
生
し
た
尖
閣
諸
島
沖
で
の
我
が
国
領
海
内
に
お
け
る
巡
視
船
と
中
国
漁
船
の
接
触
事
件
以
後
も
、

本
年
三
月
末
ま
で
の
間
に
十
七
件
の
中
国
漁
業
監
視
船
に
よ
る
同
諸
島
周
辺
海
域
へ
の
接
近
事
案
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
中
国
や
台
湾
の
民
間
団
体
に
よ
る
尖
閣
諸
島
へ
の
上
陸
計
画
も
度
々
明
ら
か
に
な
る
な
ど
、
我
が
国
の
領
空
、
領
海
及
び

領
土
は
、
関
係
当
局
の
昼
夜
を
問
わ
な
い
警
戒
監
視
の
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
絶
え
ず
外
国
勢
力
か
ら
の
主
権
の
侵
犯
と
い
う

懸
念
す
べ
き
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
十
三
年
以
降
本
年
四
月
末
ま
で
の
間
、
外
国
機
が
、
我
が
国
の
領
空
を
侵
犯
し
た
件
数
、
及
び
航
空
自
衛
隊
機
に
よ

る
緊
急
発
進
の
回
数
を
年
度
別
、
国
・
地
域
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

平
成
十
三
年
以
降
本
年
四
月
末
ま
で
の
間
、
外
国
船
舶
が
、
我
が
国
の
領
海
を
侵
犯
し
た
件
数
、
及
び
接
続
水
域
内
に
侵

一



入
し
た
件
数
を
年
度
別
、
国
・
地
域
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
当
該
記
述
で
の
領
海
の
侵
犯
と
は
、
外
国
船
舶
が

尖
閣
諸
島
等
の
領
有
権
に
関
す
る
独
自
の
主
張
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
我
が
国
領
海
内
に
侵
入
し
た
事
案
、
又
は
、
我

が
国
領
海
内
に
お
い
て
違
法
操
業
し
て
い
る
外
国
漁
船
に
対
し
て
退
去
警
告
を
行
い
、
領
海
外
に
退
去
さ
せ
た
事
案
と
す

る
。

三

平
成
十
三
年
以
降
本
年
四
月
末
ま
で
の
間
、
我
が
国
政
府
が
領
土
問
題
が
存
在
す
る
と
認
識
す
る
北
方
領
土
及
び
竹
島
以

外
の
我
が
国
領
土
に
お
い
て
、
そ
の
領
有
権
を
め
ぐ
り
、
外
国
国
民
が
、
独
自
の
主
張
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
不
法
に

上
陸
し
た
件
数
を
年
度
別
、
国
・
地
域
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

一
か
ら
三
で
明
ら
か
に
な
っ
た
年
度
別
、
国
別
の
件
数
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
各
国
が
い
か
な
る
外
交
戦
略
あ
る
い
は
軍

事
戦
略
の
下
で
、
当
該
侵
犯
・
接
近
事
案
を
起
こ
し
た
と
分
析
し
て
い
る
か
。
と
り
わ
け
、
前
出
の
防
衛
省
統
合
幕
僚
監
部

の
資
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
航
空
自
衛
隊
機
に
よ
る
緊
急
発
進
回
数
が
、
近
年
に
比
し
て
著
し
く
急
増
し
て
い
る
状
況
を

政
府
は
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
今
後
い
か
に
対
策
の
強
化
を
図
る
べ
き
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


